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１． 事業者名及び代表者名

株式会社　富岳テック
代表取締役社長　　上柳　浩志

２． 所在地

名　称 延床面積

本社工場 ９９９㎡

３． 環境管理責任者、事務担当者の氏名及び連絡先

環境管理責任者　　　上柳　信和 TEL      　0545-51-3776

事務担当者　　　　　　上柳　信和 E-mail     nobukazu@tomeidenki.co.jp

４． 事業の概要

配電盤の製作　(板金加工)

５． 事業規模

年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

売上高(万円) 10,000 10,000 12,000 10,000

従業員数(名) 11 6 6 6

床面積(m2) 999 999 999 999

６． 事業年度

　　11月1日～翌年10月31日

７． 環境経営レポートの対象期間及び発行日

　環境経営レポートの表紙に記載

８． 対象範囲（認証・登録範囲）

全活動　及び　全組織全活動
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備　考

Ⅰ　組織の概要

　静岡県富士市今泉３３９－１

所　在　地

東名電機㈱内



＊環境側面・新製品及び新技術の開発・工場を「計画的」に実現する。
＊志向する究極の目標として、製品・サービス、法順守等の「不適合：0」を目指す。

１．
１）
２）
3）

２． 環境関連法規制等の遵守

３． 環境に配慮した製造活動

２）製品不良の削減

４． 環境経営の継続的改善
環境に配慮した製造活動を中心に環境経営の継続的改善を行います。

５． 環境コミニュケーションの実施
１）

２）

制定年月日 平成２９年9月１日（初版）

株式会社　 富岳テック
代表取締役社長　上柳　浩志 　　

　当社は環境理念に基づき、以下の基本方針を定め、継続的な環境経営を展開します。

社外に環境活動レポートを公開し、利害関係者のみならず社会とのより良いコミ
ニュケーションを図って行きます

二酸化炭素排出量、廃棄物排出量、水使用量の削減に努めます

環境関連法規制を遵守します

電気等の使用量削減に努めます
産業廃棄物量の削減とリサイクル活動の推進
節水に努めます。

社内においては、全従業員に環境方針を周知し、全社員参画による取組を目指

　環境経営方針

 私たちは、「事業目的」「安全第一」「法規制遵守」の実現を目指した経営を追及し、
「地球環境との調和」に関する次の「基本事項」を推進し、

環境にやさしく信頼性の高い「製品」を提供し、「顧客・社会」に貢献します。

[基本方針]

株式会社　富岳テック　環境方針

[環境理念]

１）環境にやさしい材料の使用　

＊「リスク・機会」を考慮して、「外部・内部の課題」を継続的に改善する。
＊創意・工夫を基本として、「事業目標」の達成度・有効性を継続的に高める。



基準年度

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

削減率 －1％ －2％ －3％

51,578 51,062 50,546 50,031

削減率 －1％ －2％ －3％

105,045 103,995 102,944 101,894

削減率 －1％ －2％ －3％

6.3 6.2 6.2 6.1

一般廃棄物 Kg (92) (100) (100) (100)

㎥ ― ― ―

件 8 6 5 4

＜備考＞

１． 「電力」の二酸化炭素排出係数は、東京電力EP（2019年　調整後) の「0.491㎏-CO2/kWh」を使用した。

2． 製品等の輸送に使用する車両は、東名グループの車両を共同運用するので、燃料(ガソリン・軽油)の集計はしていない。

3． 一般廃棄物、水使用量は東名グループで一括処理・集計しているため、個別に測定・集計はしていない。

4． 産業廃棄物は金属くず(有価物)であり、売却している。

5.

6. 「環境に配慮した製品づくり」は、不良件数とした。
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二酸化炭素排出量

内訳 電力

㎏-CO2

kWh

単位項目

Ⅲ　環境経営目標

1. 中期の環境目標

不良件数

削減率等

t

「化学物質使用量は使用していないため、目標は設定しない。

水使用量

廃棄物排出
量

産業廃棄物

環境目標は、2020年度(2019.11-20020.10)を基準年とした年度比で示す。



Q1（10.11.12） Q2(1.2.3) Q3(4.5.6） Q4(7.8.9)

二酸化炭素の削減

上柳

月初点検 月初点検 月初点検 月初点検

スケジュール

上柳

不要な荷物を積まない（１回／月チェックする）

環境に配慮した製品づくり

運
転

環境活動項目 責任者

運転日報の記載・燃費確認(走行キロ数、給油量等）

Ⅳ　環境経営計画
2022年11月～2023年10月）

５S活動の実施

空
調
等

工
場

上柳

段取り時間の短縮

不良品の削減

上柳

機械の高寿命化のため点検、整備を行う

上柳
社員の交流

上柳

紙、金属缶、ガラスびん、プラスチック、等について、
分別回収ボックスの適正配置等により、ごみの分別を
徹底する

不良品の削減（不良率５％以下）

上柳

製造工程の見直し

節水の呼掛け

社内の交流・教育

社外とのコミュニケーション

新人を含めた教育・訓練の実施

東名グループとの交流

生産計画を明確化し効率的な製品製作を行う

清掃活動の実施

歩留り率を上げ端材量の削減する

廃棄物の削減

シャッターの開閉による換気

水使用量の削減

未使用設備の電源OFF(製造設備・OA機器・他）

コンプレッサーのエア漏れチェック



1.　見学会　

2.コンプレッサー時間設定
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Ⅴ　当 社 の 取 組 み



◆地域との融合活動◆
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清掃活動

近隣清掃



改定日
作成者 上柳　信和

代表取締役社長

＜関係者の権限と役割＞

代表者(社長)
① 環境経営全般に関する責任と権限
② 環境経営に必要な資源の準備
③ 環境経営システム全体の評価と見直し
④ 環境管理責任者の任命
⑤経営の課題とチャンスの明確化

環境管理責任者
① 環境経営システム全般の運用・管理
② 環境目標及び環境活動計画の作成
③ 取組状況の社長への報告
④ 環境活動レポートの作成

ＥＡ２１事務局
① 環境負荷データ等の集計
② 環境目標・環境活動計画の進行管理
③ 「環境負荷」及び「環境への取組」の自己チェックの実施
④ 環境管理責任者へ取組状況の報告
⑤ 法規制の遵守状況チェック
⑥ 文書・記録の管理

部門長
① 部門の環境活動計画の実施
② 部門データの集計
③ 部門の問題点把握と是正対策の実施
④ 部門取組状況の事務局への報告
⑤ 部門の従業員教育

その他の従業員
① 自分の役割を守りエコアクション21活動を推進する
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上柳　信和

代表者

ＥＡ２１事務局

上柳　浩志

部門長

Ⅵ　実施体制

2020.11.01

環境管理責任者

（取締役）



　1.運用期間の環境目標の実績　

基準期間

2020年度

基準値
目標

削減率
目標値 実績値

実績
削減率

評価

㎏-CO2 51,578 -3% 50,031 48,420 -3.2% 〇

売上高 10,000 0% 10,000 10,000 0.0%

原単位 5.16 -3% 5.00 4.84 -3.2% 〇

kWh 105,045 -3% 101,894 98,615 -3.2% 〇

産業廃棄物 t 63.1 -3% 61.2 67.5 10.2% -

一般廃棄物 kg (92) ― ― (72) ―

件 8  - 7 15 114% ×

＜備考＞削減比率は、目標値に対する削減量の割合である。

2　評　価

評価

是正

評価

是正

評価

是正

3.次年度以降の「中期環境経営目標」 基準年度を２０２３年とする。

基準年度

(2023年度) 2024年度 2024年度 2025年度

43,489 43,054 42,619 42,184

削減率 －1％ －2％ －3％

売上高 10,000 11,000 12,000 13,000

原単位 4.84 3.91 3.55 3.24

kWh 98,615 97,629 96,643 95,657

削減率 －1％ －2％ －3％

t 67.5 66.8 66.1 65.4

－2％ －3％ －4％

一般廃棄物 Kg ― (100) (100) (100)

件 15 6 5 4

運用期間

2023年度　(2022年11月〜2023年10月)項目 単位

二酸化炭素排出量

不良件数

不良件数
人員不足と経験が少ない作業者が多いため、ケアレスミス等での不良件数増加。

訓練等の継続実施。

単位項目

電力

産業廃棄物

二酸化炭素排出量

㎏-CO2

廃棄物排出量

廃棄物

分別が徹底され目標達成。

①産業廃棄物は、「金属くず」なので有価売却している。　　集計上は産廃にしている。
②分別の徹底と再利用活動の継続。

二酸化
炭素

内訳

・二酸化炭素排出係数は、東京電力EP2019年度(0.491 CO2Kg-Kwh)を使用。

不良件数

電力

・水使用量は、同一敷地内の東名グループで一括処理しているので、目標は設定・評価しない。

・二酸化炭素排出係数は、東京電力EP　令和３年(2021年)の　0.441 CO2Kg-Kwh　を使用。

Ⅶ　環境経営目標の実績とその評価
次年度の環境経営目標

・一般廃棄物は、東名グルーブで一括処理のため、参考値

目標達成

機械稼働率が低下したため電力量は減少した。
(工場を東名グループ(制御盤組立)と共同使用しているので、使用電力を案分している。)

廃棄物排出量

　基準年実と運用期間の実績・評価 を以下に示す。

次年度

内訳



○ 〇

○ 東名グルーブで継続 〇

○ 〇

○ 〇

○ 〇

○ 〇

○ 〇

○ 〇

△ 増産で未検討あり。 〇

〇 〇

× 人員不足により未 〇

〇 〇

△ 新人教育が不十分。 〇

△ 新人教育が不十分。 〇

〇 〇

○ 〇

〇 〇

新規 〇

× 新人教育が不十分。 〇

○ 〇
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不良品の削減（不良率５％以下）

環境活動項目

運
転
管
理

二酸化炭素の削減

廃棄物の削減

社外とのコミュニケーショ
ン

社内の交流・教育

東名グループとの交流 (浜岡原発　見学会参加)

清掃活動の実施　　(富士山・近郊)

段取り時間の短縮

歩留り率を上げ端材量の削減する

社員の交流

製造工程の見直し

新人を含めた教育・訓練の実施

評価

不要な荷物を積まない（１回／月チェックする）

運転日報の記載・燃費確認(走行キロ数、給油量等）

空
調
等

環境に配慮した製品づくり

５S活動の実施

不良品の削減

機械の高寿命化のため点検、整備を行う

紙、金属缶、ガラスびん、プラスチック、等について、
分別回収ボックスの適正配置等により、ごみの分別を
徹底する

水使用量の削減
節水の呼掛け

生産計画を明確化し効率的な製品製作を行う

カーボンニュートラルへの対応　(講習・調査)

1.　実施機関　2022年11月～2023年10月）

Ⅷ　環境経営計画に基づき実施した取組内容・取組結果とその評価
次年度の環境経営計画

コメント 次年度計画

コンプレッサーのエア漏れチェック・時間設定

未使用設備の電源OFF(製造設備・OA機器・他）
工
場

シャッターの開閉による換気



１． 環境関連法規等の遵守状況

1.1 　該当する法規制の最新版の管理。 2022年11月　WEBで確認。

1.2　環境関連法規等の遵守状況の確認 違反はありませんでした。

評価日　2023年10月30日

評価者　環境管理責任者　上柳　信和

条項 遵守事項または規制基準 当社の適用及び対応 遵守結果

第52条 騒音基準の遵守義務 ○

第53条 騒音特定施設の届出 コンプレッサー：１台，プレス機機：8台 ○

第55条 騒音特定施設変更の届出 数量(届出の2倍以上) 該当なし

第79条 振動基準の遵守義務 ○

第80条 振動特定施設の届出 金属加工機械(油圧プレス） ○

第82条 振動特定施設の変更等の届出 数量(届出の2倍以上) 該当なし

第12条の3第１項　他 マニフェスト(管理票)の管理 発行・AB2DE保管・報告等　　(東名グループで処理) ○

第6条の2第6項
一般廃棄物の収集運搬業者への委
託処理

市条例の収集・処理基準の遵守 ○

第12条第2項 産業廃棄物の適正保管 保管基準の遵守、保管場所の表示 ○

第12条第5項 産業廃棄物の委託処理
収集運搬及び処分許可業者への委託
(東名グループ)

○

第12条第6項
運搬又は処分を委託する場合の処
理基準の遵守

処理業者と契約契約書の締結(東名グループ) ○

静岡県産業廃棄物の適正な処
理に関する条例

第10条 委託先の実地確認と記録の保存 現地確認記録の保管 (業者の資格確認) 〇

消防法 第17条の3 消防用設備等の点検及び報告 消火設備の定期点検 (東名グループ) ○

家電リサイクル法（特定家庭用
機器再商品化法）

第6条
特定家庭用機器廃棄物の収集・運
搬をする者等への適切な引き渡し、
料金の支払

指定家電廃棄時のサイクル料金の支払 該当なし

第16条

冷凍空調機器：全ての第一種特定機器が対象
①自身での「簡易点検(３ヶ月に１回以上)」実施
電動機定格出力に応じ有資格者による「定期点検」
②空調機（50kW以上）１年に１回以上
③空調機（7.5kW～50kW未満）３年に１回以上
④冷凍冷蔵機器（7.5kW以上）１年に１回以上

①企業・法人の管理者が確認     簡易点検の実施（３ヶ月に１度）
②、③、④　有資格者による定期点検実施

チラー
該当なし

第41条
第1種特定製品廃棄等実施者の引
渡義務

製品管理者のフロン類回収業者へのフロン類の引き
渡し義務 該当なし

リーチ（REACH)規制
リーチ適合材料の使用及び適合 製
品の納入

顧客の要望 ○

環境基本法 第8条 自主努力義務、行政への協力 EA21の取組 ○

地球温暖化対策推進法 第5条 自主努力義務、行政への協力 EA21の取組 ○

循環型社会形成推進基本法 第11条 廃棄物の３R及び適正処理の推進 廃棄物の分別、行政への協力 ○

グリーン購入法（国等による環
境物品等の調達の推進等に関
する法律）

第5条
事業者の責務（国等の施策への協
力等）

物品の購入、借り受け等する場合の環境物品等の選
択

○

２． 違反、訴訟等の有無
　　　当社に対し関係機関からの指摘、利害関係者からの訴訟は過去３年間ありませんでした。
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責務
・

努力

Ⅸ　環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果並びに違反、訴訟等の有無

法律・条例

フロン排出抑制法（フロン類の
使用の合理化及び管理の適正

化に関する法律）

義務
法令

その他

廃棄物処理法（廃棄物の処理
及び清掃に関する法律）

静岡県生活環境の保全等に関
する条例　　(騒音関係)

静岡県生活環境の保全等に関
する条例 　(振動関係)



　

目標は、2023年度を基準値とするように変更する。
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＜　評価　　＞

　二酸化炭素削減についてはムダな電力を削減し材料の有効活用を行うこ
と。　不良低減に努め後戻り作業は環境、利益面に多大な影響を及ぼすことを
意識し生産活動を行うこと

＜経営者による指示＞

環境経営方針、目標及び計画、実施体制は継続とする。

　取組を進めて行く上では、従業員の意識改革が何よりも重要なことから、社
員教育を含めた社内コミニュケーションの充実を図ることが大切と思われる。

　実施体制は、環境管理責任者を通し、各自の役割、責任及び権限を全従業
員に再度周知し、エコアクション２１の取組が、企業経営者のみならず個々の
従業員にとっても有意義なものとなるよう、進めていきたい。

2023年12月20日

株式会社富岳テック

代表取締役社長　　上柳　浩志

Ⅹ　代表者による全体の評価と見直し・指示

　2023年度の取組について、環境経営方針、環境経営目標及び環境経営計
画、実施体制を含めた実施状況等について評価を行なった。

　環境経営方針については問題ないと判断した。

環境経営目標及び環境経営計画については、二酸化炭素は目標達成であっ
たが、売上減に伴うもので来期は売上増を図り尚且つ排出量減を目指す。

システムの有効性・取組の適切性・目標の妥当性は良しとする。


